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今月号の主な内容
◎各地区で防災訓練　大津波に備える
◎平成 29 年度 由良町文化表彰式
◎平成 29 年度「税に関する中学生の標語」について　ほか
◎由良町元気高齢者運動教室　ほか
◎後期高齢者医療制度に加入の皆さまへ　ほか
◎お知らせ
◎年末年始のお知らせ　ほか
◎固定資産税について　ほか
◎ゆら部　～ Yura Love ～　ほか
◎由良町 12 月カレンダー　
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「津波防災の日（11 月５日）」に先立ち、10 月 28 日（土）に津波避難訓練を実施しました。
午前９時３分に防災行政無線、携帯電話やスマートフォンのエリアメールで、「東日本大震災

クラスの津波が来ます。ただちに高台に避難してください。」と呼びかけ、住民と町職員の総勢
1,164 名が指定されている避難場所へ避難しました。避難後、各自主防災組織から、防災行政無
線により各地区避難者数の報告を受けました。

津波避難訓練終了後には、各地区で炊き出し訓練や自動体外式除細動器（AED）訓練等が行わ
れました。

また、「由良町防災ヘリポート」では、海上自衛隊由良基地分遣隊からの要請を受けた徳島県
小松島基地所属のヘリコプターによる離着陸訓練が行われ、安全に離着陸できることが確認され
ました。

ヘリコプター着陸後には、搭乗していた海上自衛隊第 24 航空隊の中
な か た

田典
の り お

男司令から町長へ記
念盾の贈与がありました。

今後、災害発生時には「由良町防災へリポート」を活用した空からの支援が可能になります。

これからも、町と住民が一体となり、防災意識の向上に努めて参ります。

各地区で防災訓練　大津波に備える
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11 月３日（金）文化の日、役場において平成 29 年度由良町文化表彰式が開催さ
れました。この文化表彰式は、今年度で 25 回目を迎え、文化賞・文化功労賞・文化
奨励賞それぞれ１名が受賞されました。

【文化賞】

片
かたおか

岡　三
み ち よ

千代 氏　（阿戸）　　　　　

昭和 22 年から華道を始め、平成 15 年に由良町文化功労賞を受賞。
地域の方々や、障害者支援施設に赴き、施設利用者を対象に華道教室を実施され

ており、華道のみならず様々な地域貢献活動にも積極的に参加されています。

【文化功労賞】

村
むらやま

山　やよい 氏　（吹井）　　　　　

御坊市展や和歌山市展、和歌山県展で数多くの賞を受賞、更に読売書法展や日本
書芸院展等の全国規模の作品展でも優秀な成績を収められています。

現在も吹井の村山教室で地域の子ども達に書道を指導し、何人もの生徒を作品展
入賞に導いています。

【文化奨励賞】

小
こばやし

林　美
み ゆ

佑 氏　　（衣奈）　　　

平成 27 年、日高高校筝曲部に入部し、平成 29 年８月５日に第 41 回全国高等学
校総合文化祭「みやぎ総文２０１７」の日本音楽部門に、県代表として出場し、優
良賞を受賞されています。

また、同年８月 22 日に行われた、県高校総合文化祭邦楽部門発表会第 53 回県高
校邦楽連盟定期演奏会で優勝されています。

平成 29 年度 由良町文化表彰式
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由良町税金クイズについて
税について考えていただくことを目的として、由良町税金クイズを開催しましたところ、118 名の

応募がありました。クイズの答えは、以下のとおりです。

問題１．住民税は何歳以上の人が、支払わないといけないでしょうか。
　① 16 歳以上　② 18 歳以上　③ 20 歳以上　④年齢は関係ない
　答え　④　年齢に関係なく、所得の額が一定以上あれば支払わないといけません。
問題２．由良町オリジナルナンバープレートの交付枚数は約何枚でしょうか。 
　①約 80 枚　②約 120 枚　③約 240 枚　④約 510 枚
　答え　①　平成 29 年 10 月１日現在 81 枚交付されています。
問題３．平成 28 年度由良町一般会計の歳入総額のうち町税の割合は約何％でしょうか。
　①約 13％　②約 21％　③約 30％　④約 39％
　答え　②　全歳入のうち、20.8％（７億 8,510 万円）が町税による歳入です。
問題４．平成 28 年度由良町で約５億円の歳入がある税金はどれでしょうか。
　①固定資産税　②軽自動車税　③特別土地保有税　④たばこ税
　答え　①　平成 28 年度の固定資産税は４億 9,715 万円の歳入がありました。
問題５．平成 28 年度国民健康保険特別会計歳入は約何億円でしょうか。
　①約２億円　②約４億円　③約７億円　④約 10 億円
　答え　④　歳入が 10 億 424 万円、歳出が 10 億 386 万円です。

賞品の当選者は、以下のとおりです。（敬称略）
当選された方には賞品を送付します。
○一般の部　　　　　　○中学生の部
　大

お お え

江　裕
ゆ う こ

子　　　　　　石
いしかた

方　慶
けいすけ

将
　木

き む ら

村　広
ひ ろ え

江　　　　　　大
お お い

井　颯
そ う あ

亜
　橋

はしもと

本　百
ゆ り こ

合子　　　　　片
かたやま

山　華
か こ

子
　濵

はまぐち

口　芳
よ し み

美　　　　　　野
の だ

田　琉
りゅうと

斗
　渡

わたなべ

邊　恵
え り な

里奈　　　　　花
はなおか

岡　達
た つ と

登

平成 29年度「税に関する中学生の標語」について

日高地方租税教育推進協議会が主催する「税に関する中学生の標語」で、以下３名の方が優秀作品

に選出されました。（敬称略）

切り開け　笑顔ある町　納税で　　　　　　　由良中学校３年　中
なかむら

村　愛
あ り さ

里咲

税金で　支える社会　創る未来　　　　　　　由良中学校３年　濵
はまがみ

上　のどか

税金は　変わる未来の　第一歩　　　　　　　由良中学校３年　芝
し ば た

田　聖
せ い や

弥

抽選の様子



5

○ 由良町元気高齢者運動教室 ○

元気な高齢者のみなさん、健康のためにみんなで

楽しく運動しませんか？

ご希望の方は、住民福祉課にお申込みください。なお、電話で

の受付も行っていますので、たくさんの方の参加をお待ちしてい

ます。

対象者：65 歳以上で要介護（要支援）認定を受けられていない方

参加費：3,000 円（送迎付きの全 12 回分）

　　　　※　お弁当をご希望の方は、１回につき別途 520 円が必要となります。

期　間：平成 30 年１月 5 日（金）から毎週金曜日（全 12 回）

参加募集締切日：平成 29 年 12 月 22 日（金）

～ 運動を実施する施設 ～

厚生労働大臣認定　健康増進施設・指定運動療法施設

社会医療法人　黎明会「メディカル＆フィットネス　アクオ」

御坊市湯川町財部７３３－１

①気　功  ②肩こり腰痛改善予防運動  ③もの忘れ予防　

④水中運動（希望者のみ）等実施予定

　詳しいことについては、住民福祉課（ＴＥＬ６５－０２０１）までお問い合わせください。

ジェネリック医薬品のご案内
後期高齢者医療被保険者の方は、11 月下旬から 12 月上旬にかけ、ジェネリック医薬品を使用した場

合、１か月の自己負担額が 200 円以上軽減される可能性がある方を対象にジェネリック医薬品使用促進の

お知らせを送付しています。

患者負担の軽減や医療保険財政の改善のため、ジェネリック医薬品の使用をご検討ください。

※　ジェネリック医薬品への切替えを強制するものではありません。

※　お薬によっては、ジェネリック医薬品への切替えができない場合

　があります。かかりつけの医師又は薬剤師にご相談ください。

　詳しいことについては、後発医薬品利用差額通知コールセンター　フリーダイヤル
（ＴＥＬ０１２０－５３－０００６　通話無料）又は和歌山県後期高齢者医療広域連合　
（ＴＥＬ０７３－４２８－６６８８）までお問い合わせください。
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～ 後期高齢者医療制度に加入されている方へ ～

架空請求ハガキにご注意ください！！

健康診査は平成 30 年 2 月末日まで受診することができます。 受診券をお持ちの方で、まだ健康診査を
受診されていない方は、この機会に是非ご自身の健康状態をチェックしましょう。費用は無料です。

 
〇健康診査

・対象者 
75 歳以上の方、65 歳以上 75 歳未満で一定の障害認定を受けられた方 

・検査項目 
問診、計測、診察、脂質、肝機能、尿、腎機能、代謝 

・実施場所 
受診券と同封している実施医療機関一覧に記載の医療機関 

〇歯科健康診査 
　※　対象の方には 5 月末に受診券等を発送しています。 
・対象者 
　平成 29 年 3 月末で 75 歳、80 歳、85 歳の方と 90 歳以上の方 
・検査項目 
　問診、口腔内検査、口腔機能検査 
・実施場所 
　受診券と同封している実施医療機関一覧に記載の医療機関 

日高管内において「民事訴訟管理センター」と名乗る機関から架空請求ハガキが送られてくる事案が

急増しています。

内容は、「民事訴訟管理センター」から消費者に「裁判所に訴状が提出され

た。」との脅しをかけ、不安にさせることで訴訟を取下げるように誘導し、最終

的にはプリペイドカード等による支払を要求してきます。

もしも「民事訴訟管理センター」及びそれに類する架空請求ハガキを受け取っ

た場合は無視するか消費者ホットラインに連絡してください。

　詳しいことについては、和歌山県後期高齢者医療広域連合　（ＴＥＬ０７３－４２８－
６６８８）までお問い合わせください。

　詳しいことについては、消費者ホットライン　局番なし「１
い や や

８８」又は日高地域消費生活
相談窓口　（ＴＥＬ５２－５２８８）までお問い合わせください。
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過
去
５
年
以
内
に
納
め
忘
れ
た
国
民
年
金
保
険
料
を

納
付
す
る
こ
と
で
将
来
の
年
金
額
を
増
や
す
こ
と
が
で

き
る
「
後
納
制
度
」
が
平
成
27
年
10
月
か
ら
平
成
30
年

９
月
ま
で
の
３
年
間
に
限
り
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

後
納
制
度
を
利
用
す
る
こ
と
で
年
金
額
を
増
や
す
こ

と
や
、
年
金
の
受
給
が
で
き
な
か
っ
た
方
が
受
給
資
格

を
得
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

従
来
、
老
齢
年
金
を
受
け
取
る
た
め
に
は
、
保
険
料

納
付
済
期
間
と
保
険
料
免
除
期
間
な
ど
を
合
算
し
た
資

格
期
間
が
原
則
と
し
て
25
年
以
上
必
要
で
し
た
が
、
平

成
29
年
８
月
か
ら
は
、
資
格
期
間
が
10
年
以
上
あ
れ
ば

老
齢
年
金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
そ
の
た
め
、
後
納
制
度
を
利
用
し
不
足
し
て
い

る
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
に
よ
り
、
年
金
の
受
給
が
で

き
な
か
っ
た
方
が
受
給
資
格
を
得
ら
れ
る
可
能
性
が
あ

り
ま
す
。

後
納
制
度
を
利
用
す
る
に
は
、
申
し
込
み
が
必
要
と

な
り
ま
す
。

ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル 

☎
０
５
７
０
（
０
０
３
）
０
０
４

田
辺
年
金
事
務
所 

☎ 

０
７
３
９
（
２
４
）
０
４
３
２

知
ら
せ

お

問

問

町
税
の
納
期
限

◯
固
定
資
産
税　
　
　

第
４
期

◯
国
民
健
康
保
険
税　

第
７
期

　

税
務
課 

☎
（
６
５
）
１
８
０
２

12
月
25
日
（
月
）

問

国
民
年
金
保
険
料
の
「
後
納
制
度
」
に

つ
い
て

児
童
扶
養
手
当
制
度
の
ご
案
内

◆
児
童
扶
養
手
当
と
は

　

父
母
の
離
婚
や
死
亡
な
ど
で
、
父
や
母
と
生
計
を
同

じ
く
し
て
い
な
い
児
童
が
育
成
さ
れ
る
家
庭
生
活
の
安

定
と
自
立
を
促
し
、
児
童
の
福
祉
増
進
を
図
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
支
給
さ
れ
る
手
当
で
す
。

○
児
童
扶
養
手
当
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
方
は
次
の

と
お
り
で
す
。

①
離
婚
…
母
（
父
）
が
婚
姻
を
解
消
し
た
児
童

②
死
亡
…
母
（
父
）
が
死
亡
し
た
児
童

③
障
害
…
母
（
父
）
が
一
定
の
障
害
に
あ
る
児
童

④
生
死
不
明
…
母
（
父
）
の
生
死
が
明
ら
か
で
な
い
児

童
⑤
遺
棄
…
母
（
父
）
が
１
年
以
上
遺
棄
し
て
い
る
児
童

⑥
Ｄ
Ｖ
…
母
（
父
）
が
裁
判
所
か
ら
の
Ｄ
Ｖ
保
護
命
令

を
受
け
た
児
童

⑦
拘
禁
…
母
（
父
）
が
１
年
以
上
拘
禁
さ
れ
て
い
る
児

童
⑧
そ
の
他
…
母
が
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
懐
胎
し
た
児
童

※　

そ
の
他
所
得
制
限
等
が
あ
り
ま
す
。

住
民
福
祉
課 

☎
（
６
５
）
０
２
０
１

問
自
動
通
話
録
音
機
を
設
置
し
ま
せ
ん
か

振
り
込
め
詐
欺
や
特
殊
詐
欺
等
の
被
害
、
悪
質
商
法

等
に
よ
る
消
費
者
被
害
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
、
警

告
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
録
音
機
能
付
き
の
自
動
通
話
録
音
機

を
お
貸
し
し
ま
す
。

貸
与
か
ら
１
年
経
過
す
れ
ば

録
音
機
は
無
償
で
譲
渡
し
ま
す
。

◆
対
象
者

65
歳
以
上
の
ひ
と
り
暮
ら
し
の
方

65
歳
以
上
の
み
の
世
帯
の
方

平
日
の
日
中
に
65
歳
以
上
の
方
の
み
と
な
る
こ
と
が

常
態
で
あ
る
世
帯
の
方

総
務
政
策
課 

☎
（
６
５
）
１
８
０
１
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自衛官候補生採用試験のお知らせ

　詳しいことについては、自衛隊御坊地域事務所　（御坊市湯川町小松原４１０－１　丸仁第１ビル 1 階　ＴＥＬ
２３－００２０）までお問い合わせください。

陸上自衛官
１任期目：１年９か月
２任期目：２年

海上・航空自衛官
１任期目：２年９か月
２任期目：２年

１任期 約 56 万円 約 93 万円
２任期 約 142 万円 約 148 万円

※　給与には、年 2 回のボーナス
の他に、各種手当が加算支給さ
れます。また、宿舎費は無料で
衣・食・寝具等も支給又は貸与
されます。

●身　　分：特別職国家公務員
●募集資格：採用予定月の 1 日現在、18 歳以上 27 歳未満の男子
●試験期日：平成 29 年 12 月 16 日（土）・平成 30 年 1 月 13 日（土）
●受　　付：試験日の前日まで

●特例退職手当：任期満了毎に特例退職手当を支給

第
69
回
人
権
週
間
の
お
知
ら
せ

第
48
回
町
内
駅
伝
競
走
大
会

参
加
者
募
集
に
つ
い
て

平
成
29
年
度
は
「
み
ん
な
で
築
こ
う
人
権
の
世
紀
～

考
え
よ
う　

相
手
の
気
持
ち　

未
来
へ
つ
な
げ
よ
う　

違
い
を
認
め
合
う
心
～
」
を
重
点
目
標
に
啓
発
活
動
が

展
開
さ
れ
ま
す
。

◆
人
権
週
間　

12
月
４
日
（
月
）
～
10
日
（
日
）

住
民
福
祉
課 

☎
（
６
５
）
０
２
０
１

今
年
は
コ
ー
ス
を
変
更
し
駅
伝
競
走
大
会
を
実
施
し

ま
す
。

◆
日
時　

12
月
17
日(

日)

◆
場
所　

白
崎
会
館
周
辺

◆
対
象　

由
良
町
在
住
（
出
身
者
を
含
む
）・
在
勤
（
町

内
ス
ポ
ー
ツ
団
体
組
織
加
入
者
を
含
む
）
の
小
学
３

年
生
以
上
の
方

◆
参
加
費　

無
料

◆
申
込
先　

教
育
委
員
会
教
育
課

◆
申
込
締
切
日　

12
月
11
日
（
月
）

　

教
育
委
員
会
教
育
課 

☎
（
６
５
）
１
８
０
０

問

問
「
特
設
人
権
相
談
」
を
実
施
し
ま
す

女
性
や
子
ど
も
、
高
齢
者
等
を
め
ぐ
る
人
権
の
問
題

や
近
隣
と
の
ト
ラ
ブ
ル
な
ど
、
身
近
な
こ
と
で
困
っ
て

い
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

由
良
町
人
権
擁
護
委
員
に
よ
る
無
料
相
談
会
を
左
記

日
程
の
と
お
り
開
催
し
ま
す
の
で
お
気
軽
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

◆
日
時　

12
月
５
日
（
火
）　

13
時
30
分
～
15
時
30
分

◆
場
所　

由
良
町
役
場　

１
階
相
談
室

住
民
福
祉
課 

☎
（
６
５
）
０
２
０
１

問

平
成
29
年
度
人
権
ポ
ス
タ
ー
、標
語
作
品

展
示
会
の
ご
案
内

人
権
ポ
ス
タ
ー
、
人
権
標
語
の
展
示
会
を
開
催
し
ま

す
。
町
内
の
小
・
中
学
生
が
夏
休
み
の
課
題
と
し
て
取

り
組
ん
だ
人
権
に
関
す
る
ポ
ス
タ
ー
（
全
作
品
）
と
人

権
標
語
（
全
作
品
）
を
展
示
し
ま
す
。
お
誘
い
合
わ
せ
、

ご
来
場
く
だ
さ
い
。

◆
日
時　

12
月
１
日
（
金
）
～
３
日
（
日
）

◆
場
所　

中
央
公
民
館　

第
２
研
修
室

住
民
福
祉
課 

☎
（
６
５
）
０
２
０
１

問
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年末年始のお知らせ年末年始のお知らせ
◯役場・中央公民館・衣奈会館・白崎会館の休業日及び休館日は下記のとおりです。
　12 月 29 日（金）～１月３日（水）

※　役場では休業日に限らず、出生・婚姻・離婚・死亡届等を受け付けています。

◯ごみ収集及び御坊広域清掃センターへの直接持込みについて
29
金

30
土

31
日

１
月

２
火

３
水

ごみ収集 通常

直接持込み 持込受付は、午
後 4 時まで。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（持込み料金は一般の方１トンあたり 3,240 円です。）
※　持込みには「持込許可証」が必要となります。年末は役場の日直が許可証を発行しますので、ご

みを車に積み込んだ後、受付終了時間の１時間前までに役場までお越しください。
※　直接搬入するときには、車両からごみの落下や飛散防止に努めるようお願いします。

ごみ収集及び御坊広域清掃センターへの直接持込みは、
１月４日（木）から通常となります。

休　業

建設業労働災害防止協会和歌山県支部では、労働安全衛生法に基づく講習等を実施しています。
平成 29 年度 12 月～ 3 月期は、次のとおり予定しています。

講習の名称 日　時 受講料等 受付開始日

足場の組立て等作業主任者 １月 23 日（火）
　～１月 24 日（水） 10,290 円 12 月 25 日（月）～

木造建築物の組立て等作業主任者 ２月６日（火）
　～２月７日（水） 10,180 円 １月９日（火）～

地山の掘削及び土止め支保工作業主任者 ３月６日（火）
　～３月８日（木） 17,690 円 ２月５日（月）～

注１．講義時間は、午前９時から午後５時までですが、講習内容により時間が異なる場合があります。
　　　講習場所は、いずれも和歌山県建設会館３Ｆ会議室です。

２．講習会の受付は、講習会開催の約１か月前からです。
３．受講料は、建設業労働災害防止協会和歌山県支部に持参されるか現金書留でお支払いください。
４．受講料等には、テキスト代が含まれています。テキスト代が改定された場合は、受講料等が改定さ

れる場合があります。
５．定員になり次第、受付終了となります。
６．申込者が少数の場合は、講習会が中止になる場合があります。

労働安全衛生法に基づく各種講習のご案内

　詳しいことについては、建設業労働災害防止協会和歌山県支部（ＴＥＬ０７３－４３６－
１３２７）までお問い合わせください。

　詳しいことについては、住民福祉課（ＴＥＬ６５－０２０１）までお問い合わせください。
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　詳しいことについては、税務課（ＴＥＬ６５－１８０２）までお問い合わせください。

　詳しいことについては、産業建設課（ＴＥＬ６５－１２０３）又は日高振興局農林水産振
興部林務課（ＴＥＬ２４－２９１２）までお問い合わせください。

◎家屋を取り壊していませんか？
　住宅、車庫、物置、工場などの家屋で全部又は一部を取り壊したときは、税務課までご連絡ください。
固定資産税は１月１日現在に所有している土地、家屋及び償却資産に課税される税金です。
　したがって、取り壊された翌年の１月１日には存在しない家屋となりますので、翌年度から課税されな
くなります。登記をしている家屋については、法務局で滅失登記をしていただくようお願いします。

◎固定資産税（家屋・土地）の納税義務者が死亡した場合の手続について
　納税義務者が死亡した場合は、相続人が納税義務を引き継ぐことになります。
　登記がされている家屋及び土地の正式な所有者の変更は、法務局での相続登記が必要になりますが、そ
の手続きがお済みでない場合、「相続人代表者届出書」により相続人の代表を決めていただくことになりま
す。
　この届出に基づき相続人代表者に納税通知書などを送付させていただきます。（家屋が登記されていな
い場合は、「未登記家屋所有者変更届出書」で家屋の所有者を変更できます。）
　「相続人代表者届出書」「未登記家屋所有者変更届出書」の必要な方は、税務課までご連絡ください。

◎土地の用途変更について
　住宅の敷地には特例として、税負担を軽減する制度があります。事務所・店舗を改装し住宅として使用
する場合や、住宅を住宅以外の用途に使用する場合には、あらかじめ税務課までご連絡ください。

固定資産税について

森林の立木を伐採するときには届出などが必要です

固定資産税は、毎年１月１日現在の状況に応じて課税されます。

ご自身や他人が所有する森林の立木を伐採するときは、届出又は県への林地開発許可申請（１ha　
10,000㎡を超える開発行為の場合）が必要となります。なお、無届・無許可により伐採した場合、森林
法に基づいて罰則を科される場合があります。

◆届出などの時期
〇普通林の場合
　・伐採する 30 日前までに届出が必要
〇保安林の場合
　・皆伐は、伐採面積の限度公表日から 30 日以内に県への許可申請が必要
　・天然林の択伐は、伐採する 30 日前までに県への許可申請が必要
　・間伐又は人工林の択伐は、伐採する 20 日前までに届出が必要
◆無届伐採を行った場合の罰則
〇普通林の場合
　・100 万円以下の罰金に処される場合があります。
〇保安林の場合
　・150 万円以下の罰金に処される場合があります。

・普通林…制限林以外の森林
・保安林…水を育んだり土砂崩れ等の災害を防止したり、保健休養などの特定の公共目的を達成す

るため森林法に基づいて一定の制限が課せられている森林
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部員 No.020

◯お 名 前　　中
なか

　初
は つ み

美さん
◯年 齢　　60 代
◯ご 職 業　　飲食業
◯お住まい　   小引区
◯頑張っていること・続けていること
　ゆらつくらん会の活動や由良町の観光の活動
◯由良町の好きなところ
　住民の心が熱いところ
　他にない絶景があるところ
◯広報誌読者の方へ
　これからも由良のＰＲをがんばります。　

ゆら部  ～ Yura Love ～

住 民 全 員 顔 見 知 り 作 戦

由良町観光ＰＲキャラクターの「ゆらの助」だよ！
今年もあと少しだね！今年もすごく楽しい１年だったなぁ♪来年はどんな楽しいことが待っているの

かなぁ。考えただけでもわくわくするよ♪残り１か月も全力で楽しむぞ～！

○第15回ゆらふれあい祭
11 月５日（日）にゆらふれあい祭が開催されたので、今年も遊びに行ってきたよ♪
おいしそうな産品がいっぱい並んでいて、日高高校のブラスバンド部の演奏や餅まきもあって、たくさ

んの人が来てくれたよ♪僕と遊んでくれたお友達もありがとね♪とっても楽しい１日だったなぁ！また
来年も遊びに行くぞー！！

「ゆらの助」活動日誌♪「ゆらの助」活動日誌♪

○ゆるキャラグランプリ2017　速報！
　ゆるキャラグランプリ 2017 が行われ、エントリーされた全国のゆるキャラ 681 件中、ゆらの助が

10,403 ポイントを獲得し、80 位となりました。

　皆さま投票いただき、ありがとうございました。

みんな僕と遊んでくれてありがとう♪ たくさんの人で賑わったよ！
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広
報　

ゆ
ら

由良町カレンダー

　ごみ収集日１の地区…横浜・網代・衣奈・小引・戸津井・三尾川・糸谷・吹井・柳原・黒田
　ごみ収集日２の地区…里・南・阿戸・江ノ駒・門前・畑・中・大引・神谷
　※ごみは、収集日当日の午前２時までに所定の場所にお出しください。	 	
　詳しいことについては、役場（ＴＥＬ６５－０２００）までお問い合わせください。

月号

NO.

✂

✂

✂

『防災無線』電話で確認サービス（無料）

ＴＥＬ　０１２０－００１－６８７

発行　由良町総務政策課
和歌山県日高郡由良町大字里１２２０番地の１
TEL　０７３８－６５－０２００
ホームページアドレス
http://www.town.yura.wakayama.jp/

由良町の人口と世帯

2017年

12

331

（　）前月比
平成 29 年 10 月末現在

人口 5,965 （－ 15）
男性 2,929 （－   9）
女性 3,036 （－   6）
世帯数 2,728 （　   1）

日 月 火 水 木 金 土

11/26 11/27 11/28 11/29 11/30 1 2
・人権ポスター標

語展示会 ( 中央
公民館 )3 日まで

可燃ごみ 2

3 4 5 6 7 8 9
・消費生活巡回相談
   （白崎会館）

・健康相談（衣奈会館）
・腰痛、膝痛予防教室
   （中央公民館）

・人権特設相談所開設 
   （役場１階相談室）

・育児相談
  （子育て支援セン

ター）

・無料法律相談
  （中央公民館）

・運動教室
  （中央公民館）

・健康相談
  （中央公民館）

可燃ごみ 1 可燃ごみ２ プラスチックごみ 可燃ごみ 1 可燃ごみ 2

10 11 12 13 14 15 16
・運動教室
 （中央公民館）

・リトミック
 （子育て支援セン

ター）

・婚活交流イベン
ト「クッキング
de マッチング」

可燃ごみ１ 可燃ごみ２ 不燃ごみ 可燃ごみ１ 可燃ごみ２

17 18 19 20 21 22 23　天皇誕生日
・第 48 回町内駅

伝競走大会
・2 歳 6 か月児、3

歳 6 か月児健診   
( 白崎会館 )

・消費生活巡回相談    
  ( 中央公民館 )

・腰痛、膝痛予防
教室（中央公民館）

・粗大ごみ
  ( 南・江ノ駒 )

・育児講座・クリ
スマス会

  （子育て支援セン
ター）

可燃ごみ 1 可燃ごみ２ 資源ごみ１ 可燃ごみ１ 可燃ごみ２

24 25 26 27 28 29 30
・清掃センター日

曜開場
  （受付11：00まで）

・ 固定資産税 第 4
期、国民健康保険
税  第７期納期限

・粗大ごみ（衣奈） ・清掃センター
  （持込16：00まで）

可燃ごみ１ 可燃ごみ２ 資源ごみ２ 可燃ごみ１ 可燃ごみ２

31 1/1 　 元旦 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6

可燃ごみ１ 可燃ごみ２

わかやま冬の交通安全運動
12/1 ～ 12/10

消防団年末警戒
12/23 ～ 12/30

役場閉庁、( 中央公民館、
白崎会館、衣奈会館 ) 休館
12/29 ～翌年 1/3


